
１ 制度の趣旨

２ 補助制度の内容

ものづくり産業に携わる企業の皆様の全国・海外への展開を支援・促進するため、伏木富山港を
利用した輸出・移出貨物の梱包費用に対して助成を行います。富山県では、ものづくり企業の皆様
の輸出・移出をサポートしますので、伏木富山港の積極的なご利用をお願いいたします。

工業製品の輸出・移出のための特殊梱包に対する補助制度

４ 県内の港湾運送事業者

ものづくり企業の工業製品を伏木富山港から全国・世界へ！

３ 必要書類（申請時）

□ 補助金交付申請書

※輸送実施前に、上記「必要書類」をご提出いただきます。補助金の活用をご希望される場合は、輸送前に富山県
立地通商課までご連絡ください。

※輸送の完了後、実績報告書の提出が必要となります。輸送が完了し、実績報告書をご提出いただいた後、補助金
を交付いたします。

・伏木海陸運送(株)
TEL：0766-45-1111   FAX：0766-45-1186

・日本通運(株)北陸支店 富山国際物流
TEL：0766-82-8740     FAX：0766-84-3410

応募・問合せ先
富山県商工労働部

成長産業推進室立地通商課

〒930-8501  富山県富山市新総曲輪1-7

電話：076-444-3400

・富山港湾運送(株)
TEL：076-437-9231   FAX：076-437-9115

Ｒ８年度版

限度額交付額要 件対象

1事業者
につき
50万円

輸出梱包
１㎥あたり
5,000円

① 伏木富山港を利用して工業製品を輸出・移出するにあ
たり、特殊梱包を行うこと。

② 前年度に伏木富山港を利用した特殊梱包による工業
製品の輸出・移出を行っていないこと。

荷主
企業

・工業製品：金属機械工業品に該当（産業機械、電気機械、測量・工学・医療用機械、事務用機械、その他機械、
鉄道車両、完成自動車、二輪自動車、自動車部品、その他輸送機械等）し、振動による破損等を回避
する必要のある貨物。

・特殊梱包：密閉木箱梱包、スチール梱包など

工業製品を伏木富山港から輸出・移出してみませんか？
富山県では、ものづくり企業の皆様の特殊梱包を支援し、ものづくり産業を物流面
からサポートします！


